
学校感染症と診断された場合の対応 

学校感染症の疑いがある診断をされた場合のフローの通り、「感染症診断通知書」もしくは「療養解除届」

を作成いただき、登校の際に学級担任へ提出してください。 

学級担任に用紙を提出 

学校 HP より用紙のダウンロードおよび印刷 

学級担任へ連絡「病名・登校禁止期間」等を連絡 

医療機関を受診 

学級担任へ受診連絡 

医療機関で学校感染症と診断 

【インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症】 

「療養解除届」を保護者が記入 

【その他の学校感染症】 

「感染症診断通知書」の記入を医療機関へ依頼 

医師からの登校許可が出るまで療養 

登校 

感染症を疑われる症状を発症 

「インフルエンザ」 

発症した後 5 日を経過

し、かつ解熱後 2 日を

経過まで療養 

「新型コロナウイルス感染症」 

発症した後 5 日を経過し、

かつ症状軽快後 1 日を経過

するまで療養 


